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理
事
長

 

ご
寺
院
各
位

新
年 
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

各
位
に
於
か
れ
ま
し
て
は
益
々
ご
清
栄
の
御
事
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
、
当
会
は
平
成
二
十
九
年
六
月
八
日
の
理
事
会
、
六
月
三
十
日
の
理
事
・
評
議
員
合
同
役
員
会
に
於
き
ま
し
て
一
般
財
団
法
人
化
を
満
場

一
致
で
決
議
致
し
ま
し
た
。

本
年
は
、
平
成
二
十
九
年
会
報
夏
季
号
で
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
新
年
度
の
四
月
二
日
よ
り
京
都
仏
教
会
は
一
般
財
団
法
人
と
し
て
新
た
に

出
発
致
し
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
開
設
さ
れ
る
「
宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
」
は
宗
教
学
、
憲
法
学
、
仏
教
学
、
社
会
学
、
税
法
学
、
宗
教
法
学
の
分
野
の

学
者
各
位
が
宗
教
者
と
と
も
に
研
究
会
や
論
文
を
ま
と
め
、
全
国
の
宗
派
本
山
や
各
ご
寺
院
、
仏
教
以
外
の
各
宗
教
に
対
し
発
信
を
致
し
て
参
り

た
い
と
存
じ
ま
す
。

宗
教
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
の
中
に
あ
っ
て
唯
一
、
ご
寺
院
各
位
を
は
じ
め
日
本
の
宗
教
に
於
け
る
一
つ
の
光
明
と
な

る
べ
く
機
能
を
有
す
る
と
確
信
致
し
て
お
り
ま
す
。

何
卒
、
今
後
と
も
各
位
の
格
段
の
ご
支
援
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

合
掌

 
 

平
成
三
十
年
元
旦
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戊
つ
ち
の
え

戌い
ぬ

。
新
た
な
年
を
迎
え
、
ご

寺
院
及
び
賛
助
会
の
各
位
に
於
か

れ
ま
し
て
は
益
々
ご
清
栄
の
御
事

と
存
じ
上
げ
ま
す
。
平
素
は
何
か

と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
当
会
は
本
年
も
宗
派
を

超
え
た
仏
教
諸
行
事
、福
祉
活
動
、

国
内
外
の
文
化
諸
行
事
を
推
進
致

す
と
と
も
に
、
府
市
行
政
や
全
国

の
関
係
諸
団
体
と
も
積
極
的
に
情

報
交
換
を
行
い
、
寺
院
を
は
じ
め

と
す
る
皆
さ
ま
方
の
お
役
に
立
て

る
べ
く
、
日
々
努
力
致
す
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
は
、
平
成
二
十
九
年
の
夏

季
号
で
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

四
月
の
新
年
度
よ
り
、
一
般
財
団

法
人
と
し
て
新
た
に
出
発
致
し
ま

す
。そ
れ
に
伴
い
開
設
さ
れ
る「
宗

教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
」

が
今
後
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と

存
じ
ま
す
。
戦
前
、
戦
後
の
仏
教

護
国
団
か
ら
府
仏
教
会
、
市
仏
教

会
と
変
遷
を
辿
り
、
三
度
目
の
古

都
税
問
題
を
機
に
府
市
連
携
し
、

一
丸
と
な
っ
て
政
教
分
離
の
原
則

と
信
教
の
自
由
を
貫
き
、
宗
教
行

為
の
尊
厳
を
守
る
戦
い
に
挑
ん
だ

わ
け
で
す
が
、
論
点
は
矮
小
化
さ

れ
、
単
な
る
観
光
寺
院
の
問
題
と

し
て
片
付
け
ら
れ
、
府
市
仏
教
会

内
部
も
大
き
く
傷
を
負
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
を

経
て
、「
古
都
税
の
証
言
」
を
発

刊
致
し
た
の
も
政
教
分
離
の
原
則

と
信
教
の
自
由
を
貫
く
こ
と
が
宗

教
行
為
の
尊
厳
を
守
る
戦
い
で
あ

っ
た
と
今
で
も
確
信
し
て
お
る
か

ら
で
あ
り
ま
す
。

今
、
ア
マ
ゾ
ン
の
「
お
坊
さ
ん

便
」
な
る
も
の
が
世
論
を
賑
わ
し

て
お
り
ま
す
。
な
ん
と
パ
ソ
コ
ン

上
で
、
僧
侶
が
登
録
す
る
と
、
葬

式
、
法
事
の
斡
旋
を
し
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。ま
た
、

拝
観
を
行
っ
て
い
る
寺
院
に
は

様
々
な
銀
行
企
業
か
ら
カ
ー
ド
決

済
に
よ
る
拝
観
を
言
っ
て
き
て
お

る
こ
と
も
お
聞
き
し
ま
す
。
こ
の

い
ず
れ
も
大
変
問
題
で
あ
り
、
手

数
料
の
発
生
す
る
収
益
構
造
の
中

に
、
宗
教
行
為
が
か
ら
め
と
ら
れ

て
い
る
構
図
で
す
。
こ
れ
で
は
宗

教
行
為
の
尊
厳
が
守
れ
る
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
を
取
り
巻
く

社
会
状
況
は
目
ま
ぐ
る
し
く
、
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら
寺
院
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
参
り
ま
す
。
単
な
る
観

光
寺
院
の
問
題
だ
、
我
々
は
関
係

な
い
と
い
っ
た
三
十
年
前
と
は
違

い
ま
す
。人
が
手
を
合
わ
せ
祈
り
、

感
謝
し
、
信
心
す
る
尊
い
行
為
は

国
家
も
含
め
誰
に
も
邪
魔
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
者

は
そ
の
こ
と
を
強
く
自
覚
し
、
利

便
性
を
避
け
、
宗
教
行
為
の
尊
厳

を
守
る
こ
と
に
徹
し
て
い
た
だ
き

た
く
存
じ
ま
す
。「
宗
教
と
社
会

研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
」
は
そ
う
し

た
信
念
で
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
宗

教
学
、
憲
法
学
、
税
法
学
、
社
会

学
等
、
様
々
な
分
野
の
学
者
と
宗

教
者
が
宗
教
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る

事
象
に
対
し
、
寺
院
の
要
望
、
質

問
に
迅
速
に
応
え
、
か
つ
発
信
し

て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
事
務

局
で
受
け
て
い
る
寺
院
や
一
般
か

ら
の
相
談
事
も
日
々
切
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
も
分
析

し
、
セ
ン
タ
ー
で
議
論
し
て
参
り

ま
す
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
昨
年
十
一
月

二
日
か
ら
九
日
ま
で
宗
教
間
対
話

の
た
め
、
バ
チ
カ
ン
に
行
っ
て
参

り
ま
し
た
。
三
日
に
は
在
バ
チ
カ

ン
日
本
大
使
館
に
て
、
中
村
芳
夫

特
命
全
権
大
使
の
招
き
に
よ
り
晩

餐
会
に
出
席
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁

コ
マ
ス
ト
リ
枢
機
卿
・
ハ
ン
ス
音

楽
財
団
ハ
ン
ス
理
事
長
ら
と
交
歓

を
致
し
ま
し
た
。
次
の
日
に
は
、

サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
に
て
ロ
ー

マ
法
王
の
名
に
よ
る
ミ
サ
に
参

列
。
そ
の
際
、
合
同
ミ
サ
と
し
て

祭
壇
に
て
仏
教
者
と
し
て
共
に
平

白　的　々 
は く て き て き
臨済宗相国寺派管長

理事長　有　馬　賴　底

理事長報告
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機
卿
と
通
訳
を
入
れ
約
一
時
間

「
地
域
紛
争
と
平
和
」
に
つ
い
て
、

キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
の
果
た
す
べ

き
役
割
を
意
見
交
換
す
る
予
定

が
、
当
日
、
枢
機
卿
が
高
熱
体
調

不
良
の
為
、
急
遽
キ
ャ
ン
セ
ル
と

な
り
ま
し
た
が
、八
日
午
前
十
時
、

サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
正
面
段
上

に
お
い
て
、
法
王
に
よ
る
ミ
サ
の

後
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ロ
ー
マ
法
王

と
謁
見
。
握
手
を
交
わ
し
、
通
訳

を
介
し
会
話
を
致
し
ま
し
た
。

和
を
祈
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。五
日
に
は
、

サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
に
て
、
ハ

ン
ス
音
楽
財
団
の
招
き
に
よ
り
、

聖
歌
隊
に
よ
る
合
唱
コ
ン
サ
ー
ト

に
参
列
し
、
そ
の
後
、
サ
ン
パ
オ

ロ
大
聖
堂
に
て
西
本
智
美
指
揮
イ

ル
ミ
ナ
ー
ト
交
響
楽
団
に
よ
る
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
「
レ
ク
イ
エ
ム
」
演
奏

に
参
列
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
荘
厳

さ
に
感
嘆
致
し
ま
し
た
。七
日
は
、

バ
チ
カ
ン
教
皇
庁
コ
マ
ス
ト
リ
枢

私
が
、「
世
界
に
お
け
る
紛
争

は
至
る
所
で
起
こ
っ
て
お
り
、
悲

し
む
べ
き
事
態
で
あ
り
、
一
刻
も

早
い
粘
り
強
い
対
話
に
よ
る
平
和

を
願
う
ば
か
り
で
す
。」
と
申
し

ま
し
た
ら
、
ロ
ー
マ
法
王
は
「
そ

の
通
り
で
す
。
仏
教
の
指
導
者
で

あ
る
有
馬
師
と
、
共
に
平
和
の
為

に
祈
り
ま
し
ょ
う
。」
と
の
力
強

い
言
葉
を
い
た
だ
い
て
参
り
ま
し

た
。　

白は
く　

的て
き　

々て
き

「
的
々
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

語
を
強
め
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

単
に
「
白
」
一
字
だ
け
で
も
い
い

の
で
す
が
、「
的
々
」
と
つ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
白
い

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
白
一
色
の
銀
世
界
の

景
色
と
見
て
も
い
い
し
、
ま
た
は

明
鏡
の
よ
う
な
、
全
く
曇
り
の
な

い
、
毛
ほ
ど
の
汚
れ
も
な
い
真
っ

白
な
世
界
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
要
す
る
に
、
た
だ
白
い
の

で
は
な
く
、
と
こ
と
ん
白
い
と
い

う
意
味
合
い
が
強
い
の
で
す
。
そ

こ
に
何
も
入
り
込
む
余
地
が
な
い

白
さ
、
こ
う
い
う
世
界
の
こ
と
を

「
白
的
々
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
や
は
り
物
事
に
徹
底
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
と
ん
白

な
ら
白
に
徹
す
る
。
白
で
な
く
て

も
、
黒
で
も
い
い
わ
け
で
す
。

「
黒こ

く

漫ま
ん

々ま
ん

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
も
ど
こ
ま
で
黒
い

ん
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
黒
さ
の

中
に
は
、
チ
ラ
と
で
も
白
の
入
り

込
む
余
地
が
な
い
と
い
う
黒
さ
。

そ
う
い
う
徹
底
し
た
、黒
な
ら
黒
、

白
な
ら
白
と
い
う
世
界
、
毛
ほ
ど

の
迷
い
も
な
い
、
雑
物
も
交
え
な

い
純
然
た
る
境
地
、
そ
れ
が
「
白

的
々
」
の
境
地
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
床
の

間
に
飾
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
、
私
の
心
は
こ
の
お
軸
の
よ

う
に
真
っ
白
で
、
一
点
の
曇
り
も

な
い
状
態
で
今
日
は
皆
さ
ん
を
お

迎
え
し
ま
し
た
よ
、
と
い
う
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
さ
に
こ
れ
は
、
お
客
さ
ま
を

お
も
て
な
し
す
る
の
に
、
何
の
私

心
も
な
く
、
全
く
無
心
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。
晴

天
の
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
ロ
ー
マ
法
王
の
全
身

真
っ
白
な
法
衣
と
重
な
る
思
い
が

致
し
ま
し
た
。

各
位
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
本

年
が
ど
う
か
良
い
年
で
あ
り
ま
す

よ
う
切
に
願
う
次
第
で
あ
り
ま

す
。 

合
掌　
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一般財団法人化の意味と意義

櫻 井 圀 郎

１ 

「
法
人
」と
は

日
本
の
民
法
は
、
ロ
ー
マ
法
の

伝
統
を
継
承
し
て
、「
人
」
と
「
物
」

と
を
峻
別
し
て
い
ま
す
。「
人
」

と
は
、
権
利
義
務
の
主
体
と
な
る

も
の
を
い
い
、「
物
」
と
は
、
権

利
義
務
の
客
体
と
な
る
も
の
を
い

い
ま
す
。

民
法
で
は
、「
私
権
の
享
有
は

出
生
に
始
ま
る
」（
三
条
一
項
）

と
し
、「
人
」
は
、
出
生
の
時
か

ら
権
利
義
務
の
主
体
と
な
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
、「
外
国
人
」
で
あ

っ
て
も
、
特
に
法
令
や
条
約
で
禁

止
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
私
権
を

享
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
三
条
二
項
）。

一
方
、
東
洋
で
は
人
と
物
と
が

連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
両

者
の
区
別
が
曖
昧
で
す
。
そ
の
た

め
、「
樹
木
の
権
利
」「
犬
猫
の
権

利
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

た
り
、
樹
木
や
犬
猫
を
原
告
と
し

た
訴
え
が
な
さ
れ
た
り
し
て
い
ま

す
。な

る
ほ
ど
、「
山
川
草
木
悉
有

仏
性
」
で
は
あ
り
ま
す
が
、「（
法

律
上
の
）
人
格
は
人
間
界
の
人
間

の
み
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
も
そ
も
特
定
の
国
家
の
法
律
と

い
う
限
定
さ
れ
た
世
俗
の
社
会
の

事
項
で
す
か
ら
。

叙
上
の
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
に
基

づ
き
、
民
法
で
は
、
第
一
編
総
則

で
、
第
一
章
「
総
則
」（
二
条
）

に
続
い
て
、
第
二
章
「
人
」（
三

十
条
）、第
三
章
「
法
人
」（
五
条
）、

第
四
章
「
物
」（
五
条
）、
第
五
章

「
法
律
行
為
」
等
々
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

元
々
、民
法
に
お
け
る
「
法
人
」

の
規
定
（
旧
民
法
）
は
六
十
二
条

あ
り
ま
し
た
が
、「
一
般
社
団
法

人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
（
一
般
法
人
法
）」（
三
百
四

十
四
条
）
の
成
立
に
よ
っ
て
五
条

に
削
減
さ
れ
た
も
の
で
す
。

因
み
に
、
宗
制
・
宗
憲
等
の
収

集
調
査
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
大

石
氏
ら
の
研
究
で
引
き
合
い
に
出

さ
れ
て
い
る
「
教
会
法
（
カ
ト
リ

ッ
ク
教
会
法
）」
に
お
い
て
も
、

第
一
巻
「
総
則
」（
八
十
六
条
）

に
続
い
て
、
第
二
巻
「
人
」（
六

百
三
十
八
条
）、第
三
巻
「
物
」（
八

百
二
十
五
条
）、第
４
巻「
手
続
き
」

等
々
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
総

数
二
千
四
百
十
四
条
）。

こ
の
よ
う
な
法
体
系
に
お
い
て

は
、「
人
」
の
み
が
「
権
利
義
務

の
主
体
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、「
人
」

で
な
い
も
の
は
権
利
を
得
て
保
有

し
、
義
務
を
負
う
な
ど
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

国
家
、
自
治
体
、
企
業
、
学
校
、

宗
教
団
体
な
ど
「
人
の
集
団
」
も
、

「
人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
、「
人
」
そ
の
も
の

で
は
な
い
の
で
、
権
利
義
務
の
主

体
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、「
人
」
で
な
い
「
人

の
集
団
（
社
団
）」
を
、
法
律
に

よ
っ
て
「
人
」
と
み
な
す
手
続
き

が
生
ま
れ
、法
律
に
よ
っ
て
「
人
」

と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
「
法
人
」

と
呼
ぶ
の
で
す
。
法
律
に
よ
っ
て

「
人
」
と
み
な
さ
れ
る
「
法
人
」

に
対
し
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
の

「
人
」を「
自
然
人
」と
呼
び
ま
す
。

近
代
に
な
る
と
、
事
業
活
動
を

活
性
化
す
る
観
点
か
ら
、「
物
」

で
あ
っ
て
、「
人
」
で
は
な
い
「
財

産
の
集
団
（
財
団
）」
も
、
法
律

に
よ
っ
て
「
人
」
と
み
な
す
必
要

が
生
じ
、「
社
団
」
を
「
人
」
と

し
た「
社
団
法
人
」に
対
し
て
、「
財

団
法
人
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
社
団
法
人
」
に
は
、
営
利
を

宗教と政治検討委員会委員
宗教法および宗教経営研究所所長教授
司法書士・行政書士・海事代理士
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目
的
と
す
る
「
会
社
」
も
、
非
営

利
の
公
益
を
目
的
と
す
る
「
公
益

法
人
」
も
、
国
や
都
道
府
県
・
市

町
村
の
よ
う
な
「
公
共
法
人
」
な

ど
、
各
種
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

旧
民
法
で
は
、「
財
団
法
人
」

と
し
て
は
、「
物
」
を
「
人
」
と

す
る
特
殊
な
性
格
上
、
公
益
を
目

的
と
す
る
も
の
に
限
っ
て
い
ま
し

た
が
、
一
般
法
人
法
に
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
制
限
は
な
く
な
り
ま

し
た
。

な
お
、
法
人
と
な
っ
て
い
な
い

社
団
や
財
団
も
「
人
格
の
な
い
社

団
」「
人
格
の
な
い
財
団
」
と
呼

ば
れ
、
訴
訟
法
、
税
法
、
行
政
不

服
審
査
法
、
著
作
権
法
そ
の
他
の

法
律
に
お
い
て
は
法
人
と
同
様
に

取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以

外
の
場
面
で
は
扱
い
が
様
々
で
す
。

現
在
の「
京
都
仏
教
会
」も「
人

格
の
な
い
財
団
」
で
す
。

２  「
人
格
の
な
い
財
団
」か
ら

　

 

「
人
格
の
あ
る
財
団
」へ

「
京
都
仏
教
会
」
は
、
昭
和
六

十
年
四
月
一
日
に
設
立
さ
れ
て
以

来
、
今
日
ま
で
、「
人
格
の
な
い

財
団
」
と
し
て
活
動
を
続
け
て
き

ま
し
た
が
、
平
成
二
十
九
年
六
月

開
催
の
理
事
会
お
よ
び
理
事
評
議

員
合
同
役
員
会
に
お
い
て
、
平
成

三
十
年
四
月
に「
一
般
財
団
法
人
」

に
移
行
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
ま

し
た
。

「
人
格
の
な
い
財
団
か
ら
財
団

法
人
へ
の
移
行
」
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
法
律
上
は
、
そ
の
ま
ま
継
続

的
に
移
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
手
続
的
に
は
、
新
た
に
「
一

般
財
団
法
人
京
都
仏
教
会
」
を
設

立
し
、
現
在
の
「（
人
格
な
き
財

団
で
あ
る
）
京
都
仏
教
会
」
に
つ

い
て
は
解
散
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
現

在
の
京
都
仏
教
会
」
と
「
新
し
い

京
都
仏
教
会
」
と
は
、法
律
上
は
、

「
別
の
団
体
」
な
の
で
す
。

「
人
格
の
な
い
財
団
」
は
、
法

律
の
規
定
が
あ
っ
て
設
立
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
目
的
で
ど
の
よ
う
な
事

業
を
行
う
か
は
任
意
に
定
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
し
、
役
員
、
会
議

な
ど
の
組
織
や
運
営
、
事
業
計
画

や
事
業
報
告
、
基
金
や
寄
附
の
受

入
れ
、
収
入
や
支
出
の
経
理
、
予

算
や
決
算
な
ど
、
規
制
を
受
け
る

こ
と
な
く
自
由
に
で
き
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
内
部
で
団
体
の

運
営
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
た

り
、
外
部
か
ら
団
体
の
存
続
を
危

う
く
す
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
、

団
体
が
負
債
超
過
に
陥
っ
た
り
、

団
体
に
存
続
か
解
散
か
の
問
題
が

起
こ
っ
た
場
合
な
ど
、
処
理
に
困

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
資
産
の
購
入
や
事
業
展

開
に
伴
う
取
引
、
様
々
な
契
約
に

際
し
て
、
海
外
と
の
交
流
に
際
し

て
、
団
体
の
名
称
・
所
在
地
・
目

的
・
事
業
な
ど
団
体
の
存
在
や
、

代
表
者
の
住
所
・
氏
名
・
権
限
な

ど
に
つ
い
て
、
公
的
な
証
明
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
困
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

「
人
格
の
な
い
財
団
」
は
、「
人

格
が
な
い
」
の
で
す
か
ら
、
権
利

義
務
の
主
体
と
な
る
「
人
」
で
は

な
く
、
訴
訟
法
、
税
法
、
行
政
不

服
審
査
法
、
著
作
権
法
な
ど
、
例

外
的
に
「
人
格
の
な
い
社
団
・
財

団
」
を
「
法
人
と
同
様
の
扱
い
す

る
」
旨
の
規
定
が
あ
る
場
合
の
ほ

か
は
、
申
請
な
ど
の
手
続
き
の
主

体
と
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
律

上
の
許
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

法
律
上
、
自
己
の
有
す
る
権
利

を
公
に
表
示
す
る
手
続
き
に
「
登

記
登
録
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

も
「
人
格
が
な
い
財
団
」
で
は
、

著
作
権
法
に
よ
る
著
作
権
登
録
な

ど
限
ら
れ
た
手
続
き
は
で
き
ま
す

が
、
不
動
産
登
記
、
自
動
車
登
録
、

船
舶
登
記
・
船
舶
登
録
、
商
標
登

録
、
意
匠
登
録
な
ど
重
要
な
登
記

登
録
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の「
人
格
の
な
い
財
団
」

の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
は
、「
人

格
の
あ
る
財
団
＝
財
団
法
人
」
を

設
立
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
た

め
に
は
、
財
団
法
人
に
つ
い
て
設

立
の
手
続
を
行
い
、
人
格
の
な
い

財
団
に
つ
い
て
解
散
の
手
続
を
践

ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

新
た
な
財
団
法
人
の
設
立
の
方

法
に
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、
京
都

仏
教
会
と
し
て
は
、「
京
都
仏
教

会
」
を
設
立
者
と
し
て
「
一
般
財

団
法
人
京
都
仏
教
会
」
を
設
立
す

る
方
法
を
選
び
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
現
在
の
「
京
都
仏
教

会
」
と
新
た
な
「
一
般
財
団
法
人

京
都
仏
教
会
」
と
の
同
一
性
を
、

法
的
に
で
き
る
限
り
、
明
瞭
な
形

で
確
保
す
る
た
め
で
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
公
的
に
、
法
的
に
、
現

在
の
「
京
都
仏
教
会
」
の
存
在
が
、

後
々
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
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な
り
ま
す
。

３  

一
般
財
団
法
人
化
の
意
味
と

意
義

「
人
格
の
な
い
財
団
」
か
ら
「
財

団
法
人
」と
な
る
こ
と
の
意
味
は
、

法
律
上
、「
人
格
の
な
い
任
意
の

団
体
」
か
ら
「
人
格
の
あ
る
法
人
」

と
な
り
、
権
利
義
務
の
主
体
と
な

る
「
人
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
叙
上
の
よ
う
な
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

権
利
義
務
の
主
体
と
な
る「
人
」

と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は

信
頼
関
係
に
基
づ
い
て
可
能
で
あ

っ
た
寄
附
が
法
的
に
保
障
さ
れ
た

も
の
と
し
て
受
納
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
し
、
法
的

に
保
障
さ
れ
た
形
態
で
の
財
産
の

取
得
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
寄
附
を
基
本
と
す
る

財
団
の
運
営
に
と
っ
て
は
極
め
て

重
要
な
こ
と
で
す
し
、
今
回
、
同

時
に
決
定
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
と

社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
」
の
設

置
や
運
営
の
ほ
か
、
研
究
資
料
の

受
納
お
よ
び
運
用
に
も
資
す
る
と

こ
ろ
が
大
で
す
。

上
述
の
通
り
、「
人
格
の
な
い
財

団
」
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
、
運
営
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
任
意
に
設
立
し
、
任
意

に
運
営
し
、
任
意
に
解
散
す
る
こ

と
が
で
き
る
「
任
意
団
体
」
で
す
。

特
に
、
法
律
上
の
手
続
を
経
る

こ
と
な
く
、「
任
意
に
解
散
で
き

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
団
体
の
存

続
が
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
任
意
に
解
散
し
、
残
余
財
産

を
任
意
に
処
分
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、任
意
団
体
で
は
、

将
来
へ
の
希
望
を
繋
ぐ
こ
と
が
必

ず
し
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
寄
附
者
の
意
図
に
反
し
て
寄

附
財
産
が
任
意
に
処
分
さ
れ
、
設

立
者
の
意
図
と
は
関
係
な
く
解
散

さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。そ

れ
に
対
し
て
、
法
律
に
基
づ

い
て
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
で

は
、
法
律
の
規
定
に
よ
ら
な
い
任

意
の
解
散
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
残

余
財
産
の
任
意
の
処
分
も
許
さ
れ

ま
せ
ん
。
仮
に
、後
継
者
も
な
く
、

存
続
が
不
可
能
に
な
れ
ば
、
残
余

財
産
は
国
庫
や
地
方
公
共
団
体
・

公
益
法
人
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

そ
れ
は
転
じ
て
、
法
人
の
存
続

を
き
ち
ん
と
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
意
味
し
、
事
業
活
動

を
活
性
化
す
る
こ
と
は
勿
論
、
後

継
者
の
育
成
に
も
十
分
の
意
を
配

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
法
律
上
の
財

団
法
人
の
意
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
実
際
上
有
益
な
、
大
き
な
意

義
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

勿
論
、
評
議
員
会
、
参
事
会
、

理
事
会
の
開
催
お
よ
び
議
事
録
、

事
業
の
決
定
と
執
行
、
会
計
の
収

支
お
よ
び
予
算
決
算
な
ど
、
主
要

な
事
項
は
、
す
べ
て
法
律
と
定
款

の
規
定
に
従
っ
て
厳
格
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

寄
付
者
、
預
託
者
、
関
係
仏
教
宗

派
お
よ
び
寺
院
、
宗
教
界
、
取
引

先
そ
の
他
の
関
係
者
に
大
き
な
信

頼
を
与
え
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
宗
派
、
寺
院
、
僧
侶
、

研
究
者
な
ど
の
所
蔵
す
る
書
籍
文

献
そ
の
他
の
資
料
を
贈
与
し
ま
た

は
預
託
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る

方
々
に
、「
安
心
し
て
任
せ
ら
れ

る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
決

断
を
容
易
に
し
、
安
心
し
て
委
ね

て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
も
な
る
で

し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
法
律
上
の
効
果
と
は

直
接
結
び
つ
か
な
い
意
味
や
意
義

な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。第
一
に
、

法
人
化
と
い
う
こ
と
か
ら
仏
教
会

に
対
す
る
意
識
を
新
た
に
し
、
そ

の
活
動
へ
の
参
加
を
積
極
的
に
志

向
し
、
諸
事
業
や
諸
問
題
を
仏
教

会
を
介
し
て
共
通
の
認
識
の
中
で

共
有
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が

強
く
な
り
、
諸
事
の
先
頭
を
切
り

主
体
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
な

ど
、
内
部
の
関
係
者
の
意
識
に
及

ぼ
す
良
い
影
響
で
す
。

第
二
に
、
一
般
社
会
、
行
政
機

関
、
宗
教
界
、
経
済
界
な
ど
に
与

え
る
良
い
効
果
で
す
。
任
意
団
体

の
場
合
に
は
、
閉
鎖
的
で
あ
り
、

自
己
利
益
的
で
あ
り
、
非
公
益
的

と
思
わ
れ
、
本
来
の
目
的
や
活
動

が
理
解
さ
れ
難
い
面
が
あ
り
ま
す

が
、
法
人
化
と
い
う
こ
と
で
そ
の

見
方
は
一
転
す
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
第
三
に
、
積
極
的
な

参
加
を
、
仏
教
関
係
者
に
呼
び
か

け
て
い
く
こ
と
が
必
然
と
な
り
可

能
と
も
な
り
ま
す
。
仏
教
関
係
者

の
み
な
ら
ず
、
他
の
宗
教
関
係
者

や
そ
の
他
の
目
的
・
事
業
に
沿
う

方
々
へ
の
働
き
か
け
の
推
進
に

も
、
一
定
の
効
果
が
あ
る
で
し
よ

う
。
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七
月　

二
日

七
月　

四
日

七
月
十
八
日

七
月
二
十
日

七
月
二
十
日

七
月
二
十
六
日

七
月
二
十
六
日

七
月
二
十
八
日

七
月
二
十
九
日

七
月
三
十
一
日

八
月　

一
日

八
月　

五
日

八
月　

九
日

八
月
十
六
日

八
月
二
十
二
日

八
月
二
十
二
日

九
月　

一
日

九
月　

三
日

九
月　

三
日

九
月　

四
日

九
月　

五
日

九
月　

六
日

九
月　

九
日

九
月　

十
日

九
月
十
三
日

九
月
十
五
日

九
月
十
五
日

九
月
二
十
日

九
月
二
十
四
日

九
月
二
十
七
日

九
月
二
十
七
日

中
国
杭
州
仏
教
会
訪
問 

宮
城
泰
年
常
務
理
事
団
長	

於　

杭
州

明
日
の
京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
理
事
会
出
席

	

於　

立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス

近
畿
宗
教
連
盟
常
任
理
事
会
出
席	

於　

立
正
佼
成
会
京
都
普
門
館

京
の
七
夕
実
行
委
員
会
・
幹
事
会
出
席	

於　

京
都
商
工
会
議
所

第
四
十
三
回
京
都
中
央
葬
祭
業
協
同
組
合
総
会
出
席	

於　

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都

Ｍ
Ｋ
前
会
長
故
青
木
定
雄
氏
「
お
別
れ
会
」
出
席	

於　

ウ
エ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル

明
日
の
京
都
「
文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正
」
に
関
す
る
研
究
会
出
席

	

於　

立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス

京
都
府
宗
教
連
盟
委
員
総
会
出
席	

於　

六
孫
王
神
社

第
六
十
七
回
法
隆
寺
夏
季
大
学	

於　

法
隆
寺
聖
徳
会
館

九
州
北
部
豪
雨
災
害
被
災
地
視
察	

於　

日
田
市

参
勤
僧
会
議
開
催	

於　

南
禅
寺
順
正

京
の
七
夕
開
会
式
出
席	

於　

二
条
城
唐
門
前

『
京
佛
』
夏
季
号
会
報
発
送	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所

た
な
ば
た
願
文
お
焚
き
上
げ
・
盂
蘭
盆
会
採
燈
大
護
摩
供
法
要	

於　

清
水
寺
南
苑

Ｊ
Ｒ
委
員
会
出
席	

於　

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都

京
都
観
光
宣
伝
協
議
会
総
会
出
席	
於　

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都

東
京
都
宗
教
連
盟	

於　

東
京

「
文
化
財
を
守
り
伝
え
る
京
都
府
基
金
」
緑
陰
講
座	

於　

西
本
願
寺

「
会
津
八
一
が
つ
な
ぐ
新
潟
と
奈
良
・
京
都
と
の
交
流
」
交
流
会
出
席

	
於　

京
都
・
白
沙
村
荘

東
大
寺　

北
河
原
公
敬
長
老
猊
下
印
度
山
日
本
寺
竺
主
晋
山
祝
賀
会
出
席

	

於　

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都

近
畿
宗
教
連
盟
平
成
二
十
九
年
度
第
六
十
九
回
和
歌
山
総
会
出
席

	

於　

高
野
山
大
学
・
大
圓
院

第
九
十
四
回
理
事
会
開
催	

於　

京
都
仏
教
会
事
務
所
会
議
室

金
閣
寺
音
舞
台
開
催	

於　

金
閣
寺

京
都
市
深
草
墓
園
秋
季
慰
霊
祭
列
席	

於　

深
草
墓
園

宗
教
法
人
関
係
者
南
部
地
域
人
権
問
題
研
修
会
出
席	

於　

京
都
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

宗
教
法
人
関
係
者
北
部
地
域
人
権
問
題
研
修
会
出
席

	

於　

み
や
づ
歴
史
の
館
中
央
公
民
館

宗
教
法
制
研
究
会
第
一
○
○
回
記
念
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席

	

於　

青
山
学
院
大
学
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

る
ん
び
に
苑
参
与
会
発
会
式
出
席	

於　

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都

建
仁
寺
「
桑
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
出
席	

於　

建
仁
寺

秋
季
彼
岸
焼
骨
灰
供
養
法
要
開
催	

於　

永
観
堂
禅
林
寺

京
都
仏
教
会
元
役
員
泉
涌
寺
第
百
五
十
三
世
長
老
川
村
俊
朝
師
密
葬
参
列

	

於　

法
音
院

＊＊＊＊＊＊

九
月
二
十
九
日

十
月　

六
日

十
月　

九
日

十
月
十
一
日

十
月
十
三
日

十
月
十
四
日

十
月
二
十
一
日

十
月
二
十
九
日

十
月
三
十
日

十
一
月　

二
日

十
一
月　

九
日

十
一
月
十
三
日

十
一
月
十
四
日

十
一
月
十
五
日

十
一
月
十
六
日

十
一
月
十
六
日

十
一
月
十
九
日

十
一
月
二
十
一
日

十
一
月
二
十
二
日

十
一
月
二
十
三
日

十
一
月
二
十
五
日

十
一
月
二
十
八
日

十
一
月
二
十
九
日

十
二
月　

一
日

十
二
月　

五
日

十
二
月　

七
日

十
二
月　

八
日

十
二
月
十
一
日

十
二
月
十
五
日

九
州
北
部
豪
雨
災
害
地
大
分
県
日
田
市
・
福
岡
県
東
峰
村
へ
義
援
金
贈
呈

	

於　

日
田
市
役
所
・
東
峰
村
役
場

Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
京
都
大
会
二
○
一
九
組
織
委
員
会	

於　

平
安
神
宮
・
記
念
殿
ホ
ー
ル

明
日
の
京
都
文
化
遺
産
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
第
七
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
出
席

	

於　

立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス

京
都
テ
ロ
対
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
宿
泊
部
会
出
席	

於　

京
都
府
警
察
本
部

全
日
本
仏
教
会
財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
式
典
・

　

第
四
十
四
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
福
島
大
会
出
席	

於　

福
島
県
郡
山
市

中
外
日
報
社
創
刊
百
二
十
年
記
念
講
演
会
・
祝
賀
会
出
席

	

於　

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都

相
国
寺
開
山
夢
窓
国
師
毎
歳
忌
法
要
参
列	

於　

相
国
寺

園
城
寺
曩
祖
智
証
大
師
御
正
忌
会
参
列	

於　

園
城
寺

㈱
公
益
社
創
業
八
十
周
年
記
念
祝
賀
会
出
席	

於　

ウ
エ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京
都

有
馬
頼
底
理
事
長
ロ
ー
マ
法
王
庁
公
式
訪
問	

於　

バ
チ
カ
ン
市
国

平
安
神
宮
名
誉
宮
司 

九
條
道
弘 

大
人
命 

平
安
神
宮
葬
参
列

	

於　

京
都
国
際
会
館

京
の
七
夕
実
行
委
員
会
幹
事
会
出
席	

於　

京
都
商
工
会
議
所

大
西
良
慶
和
上
生
誕
百
四
十
二
年
回
顧
展
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
出
席

	

於　

ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
余
花
庵

大
阪
府
仏
教
徒
大
会
出
席	

於　

ホ
テ
ル
日
航
大
阪

京
都
府
宗
教
法
人
関
係
者
人
権
問
題
研
修
会
出
席	

於　

し
ん
ら
ん
交
流
館

大
阪
府
宗
教
連
盟
理
事
総
会
出
席	

於　

金
光
教
・
泉
尾
教
会

「
東
ア
ジ
ア
文
化
都
市
二
〇
一
七
京
都
」
閉
幕
式
典
出
席

	

於　

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都

鹿
苑
寺
開
山
忌
参
列	

於　

鹿
苑
寺

東
京
都
宗
教
連
盟
役
員
と
懇
談	

於　

東
京
・
宗
教
法
及
び
経
営
研
究
所

ネ
パ
ー
ル
大
地
震
被
災
報
告
と
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
出
席

	

於　

立
命
館
大
学
衣
笠
キ
ャ
ン
パ
ス

相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会
研
修
会
出
席	

於　

相
国
寺

京
都
テ
ロ
対
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
総
会
出
席	

於　

京
都
府
警
本
部

参
勤
僧
会
議
開
催	

於　

南
禅
寺
順
正

仏
教
同
友
会
例
会
出
席	

於　

富
美
代

自
然
環
境
文
化
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
東
京
大
会
出
席

	

於　

新
宿
御
苑
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

成
道
会
・
永
年
勤
続
表
彰
開
催	

於　

泉
涌
寺

京
都
・
嵐
山
花
灯
路
開
会
式
出
席	

於　

レ
ス
ト
ラ
ン
嵐
山

日
本
宗
教
連
盟
第
八
回
生
命
倫
理
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席	

於　

東
京
・
神
道
大
教
院

泉
涌
寺
第
百
五
十
三
世
長
老
川
村
俊
朝
宗
師
儀
追
悼
会
参
列	

於　

泉
涌
寺

＊
　

＊

＊
は
当
会
主
催
の
行
事
・
会
合

事
業
・
活
動
報
告

平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
～
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
九
年



平
成
二
十
七
年
四
月
よ
り�

事
務
所
を
移
転
致
し
ま
し
た

発
行
日

発
行
所

〒
602-

0898

電　

話

Ｆ
Ａ
Ｘ

印
刷
所

平
成
三
十
年
一
月
三
十
日

京
都
仏
教
会

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通

烏
丸
東
入
相
國
寺
門
前
町

六
三
六
・一

（
〇
七
五
）二
二
三
─
六
九
七
五

（
〇
七
五
）二
二
三
─
六
九
七
六

（
株
）精
巧
社

新
住
所

〒
六
〇
二
・
〇
八
九
八

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通 

烏
丸
東
入
ル

相
國
寺
門
前
町
六
三
六
・一

�

（
番
地
の
み
変
更
）

一般建設業の許可：京都府知事 許可（般 ─23）第 3 8 9 1 7 号
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京石塔
石工事
記念碑

株式
会社

石工事・土木工事・造園工事（京都府知事認可）

石 寅寅 ®

本　　　店 （〒616-8376） 京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町1－10
 電話（075）881－1481番　ＦＡＸ（075）881－1480番
新丸太町店 （〒616-8305） 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町33－2
 電話（075）882－2124番　ＦＡＸ（075）882－2128番
丹波営業所 （〒622-0211） 京都府船井郡京丹波町上野中野31－1
 電話（0771）82－2681番　ＦＡＸ（0771）82－2751番
京 丹 波 店 （〒622-0213） 京都府船井郡京丹波町須知天神18－1
 電話（0771）89－1481番　ＦＡＸ（0771）89－1480番
石寅ホームページ URL:http://www.ishitora.co.jp/

表具全般  古書画修復

京表具

〒604－8121
京都市中京区柳馬場通錦小路上る
TEL.FAX. 0 7 5（ 2 2 1 ）5 7 5 4

社寺建築設計施工

伸和建設株式会社
代表取締役 北尾行弘

京都市右京区西院上花田町21
（西大路三条西入ル南側）
電 話 075－311－0054（代表）
FAX 075－322－0152

〒615
－0007

〒６００－８４３１
京都市下京区綾小路通室町西入る
善長寺町１３９番地ＡＭＩ四条烏丸ビル４０５号
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０７５（３５２）７７７８
Ｅ－m a i l：n a k a m a s a@ b r i d g e . o c n . n e . j p

古都税理士法人

京 都 仏 教 会 会 報第 103 号
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経済産業大臣認可／全日本葬祭業協同組合連合会加盟

http://www.kyosokyou.jp/
京都中央葬祭業協同組合員名簿

●事前相談 ●サービス内容の説明 ●明瞭価格 ●アフターサービス

信頼と安心の
全葬連 葬祭サービスガイドライン

京葬協は、葬祭サービスガイドラインを尊守いたします

会　　　社 代 表 者 電　　話 所　　在　　地

㈱ ま る い ち 小 林 静 男 075-441-6254 上京区千本上立売通作庵町518

浅 井 厚 生 社 浅 井 宣 壹 075-811-3821 中京区旧二条通千本西入ル

㈲ 京 都 日 葬 九谷田満雄 075-811-4242 中京区西ノ京塚本町13−11

花 安 吉 村　 和 075-463-7276 中京区西ノ京御輿岡町20

㈱　 公　 益　 社 松 井 昭 憲 075-221-4000 中京区烏丸六角上饅頭屋町608

㈱京都セレモニー 松 井 昭 憲 075-221-8400 中京区烏丸六角上饅頭屋町608

㈱公益サービスセンター 松 井 信 五 075-551-3422 東山区清閑寺山ノ内町46-2

駕 政 滝 口 泰 彦 075-691-0826 南区竹田街道大石橋上ル西側

洛王セレモニー㈱ 北 村 憲 司 075-933-4242 南区久世高田町35-3

あ め 直 阪邉賀津子 075-611-0400 伏見区京町六丁目54-1

㈱のじり葬儀店 野 尻 智 美 075-611-4211 伏見区治部町123

㈱　 山　　　 長 山 田　 一 075-861-1422 右京区太秦西蜂岡町1

会　　　社 代 表 者 電　　話 所　　在　　地

㈱　 ア　 シ　 ス 岡 本 研 三 075-932-4242 向日市寺戸町西田中瀬3

㈲城陽葬祭杉村 杉 村　 等 0774-52-2140 城陽市久世南垣内116

㈱宇治葬祭駕辰 木 村 久 孝 0774-31-8072 宇治市五ヶ庄芝の東53

山城葬祭㈱現丸屋 小 川 保 善 0774-82-2064 綴喜郡井手町井手柏原83-2

花 福 福 田 善 文 0774-82-2016 綴喜郡井手町井手宮ノ本89

㈲　 阪　　　 口 阪 口　 仁 0774-76-2146 木津川市加茂町駅西1-5-3

平 城 公 益 ㈱ 西 川 弘 人 0774-72-5709 木津川市相楽鳥井7-1

㈱ 松 本 仏 具 店 松 本 光 雄 0771-22-0279 亀岡市安町86

㈲ い ち た に 一 谷 和 弘 0771-62-4949 南丹市園部町小山東町水無38

㈱セレモニーまつだ 松 田 政 一 0772-46-2264 与謝郡与謝野町字弓木956

おのえメモリアル 尾 上 康 則 0772-42-5555 与謝郡与謝野町算所229-1

㈲ 向 井 葬 祭 寺 尾　 純 0772-72-2002 京丹後市網野町網野3156

最近のお葬式はどのように行われているか、また、費用はいくら位かかるか！？ など、お葬式の内容を知りたい方は、上記の各店へ電話でお問い合わせ下さい。

葬　儀

もよりの営業所へご連絡ください。（24時間営業）
寝台自動車のご用命も承ります。

京都営業所
宇治営業所
向日営業所
大津営業所
亀岡営業所

☎（075）682-4444
☎（0774）32-4242
☎（075）921-4444
☎（077）524-4444
☎（0771）22-0042

人生の終り、もうひとつの門出を美しく
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筆・墨・硯・紙・簡易表装・短冊
色紙・中国製筆・墨・硯・紙

京都市下京区柳馬場通仏光寺下ル
電　話（075）3 5 1 ─ 6 3 8 0（代表）
ＦＡＸ（075）3 6 1 ─ 8 0 0 6

〒600̶8075

株式会社

京念珠®　各宗珠数　各種玉類　製造卸
弊店は珠数製造卸業です。小売は行って居りません。

〒600-8153　京都市下京区正面通烏丸東入
電　話（075）371－3929㈹
ＦＡＸ（075）371－3930　

定休日　日曜・祝祭日・第二第四土曜

代表取締役社長　木澤善之

代表取締役会長　木澤源平　　　専務取締役　木澤善和

本　　　　社 京都市左京区浄土寺真如町111番地―1
 TEL（075）751-0628（代）  FAX（075）752-9430
営業所・工場 滋賀県愛知郡愛荘町中宿173番地
 TEL（0749）42-2859（代）  FAX（0749）42-5727

文化財建造物修復・社寺建築設計施工
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清水順正おかべ家
　清水寺門前…………TEL（075）541-7111
祇園円山かがり火
　円山公園駐車場前…TEL（075）541-0002

JUNSEI
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